
別記第１号様式 目標設定：令和　７　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　８　年　２  月　 ５　日

組織名称

補職名・氏名

実施する業務の内容 成果（評定時に記入）
①増築園舎完成、仮設園舎設置、保育開始(6/30)。
既存園舎改築工事(7～2月)、ｵｰﾌﾟﾝ記念式典(3/12)
②直営こども園化に向けた条例改正(9月議会)、市
保育職員派遣研修(3人)、引継(3月)
③法人公募(～6月)、選定(7月)、指定・協定締結(9
月)、移管(3月)
④養正幼・昭和幼・双葉保育園統合に向けた保護
者、地域説明会、保護者意見交換会開催(5月～10
回)、市議会への説明(2回)、笠原こども園化に向け
た説明会実施(7月)
⑤境界確定立会(6～7月)､関係課・公嘱等打合せ(随
時)､ｱｽﾍﾞｽﾄ調査(2月)､鑑定評価額算定(3/31)
⑥ｼﾛｱﾘ防除工事(4月)､修繕工事(7～10月)､坂上公民
館開館(11/16)

目
標
１

認定こども園整
備等子ども関係
施設の整備

幼保連携型認定
こども園等施設整
備・統廃合

①笠原こども園の整備(R8.4.1開園)
②旭ケ丘保育園(指定管理園)の直営切替・認定こども
園化(R8.4.1開園)
③池田保育園(指定管理園)の公私連携保育法人化
(R8.4.1移管)
④公立幼稚園・保育園のあり方見直し方針の確実な実
施
⑤旧なかよし公売に向けた準備
⑥旧坂上児童館施設修繕

こども健康部
部長　加藤洋子

目
標
５

通常業務の適
正実施と５Sへ
の取組み

適正な事務の執
行及び5Sへの取
組 に よ る 市 民
サービスの向上

①こども未来プラン、障害児福祉計画の推進、進行管
理
②次期指定管理受託者選定及び指定管理施設の適正管
理・評価
③主任児童委員の改選、主任児童委員活動の支援
④子ども食堂、学習支援事業の推進
⑤幼稚園保育園の適切な運営、私立園の支援
⑥システム標準化の着実な実施
⑦保育園給食の安全、安心提供
⑧５S+Sで職場環境の改善及びおもてなしの精神による
市民サービスの徹底と向上

①各計画評価、R7～の事業計画書作成(9月)､進行管
理実施､R7事業結果報告(2月)
②次期指定管理施設公募(5月)､選定(7月)､議会提案
(9月)､協定締結(1/30)・引継､各施設評価(7月)､
③主任児改選推薦委員会(8/28)、民児協臨時総会
(12/3)、定例会(年9回)､研修(2回)
④子ども食堂13か所(うち補助制度利用10団体)、学
習支援3か所(29人／48人利用)実施
⑤⑥⑦⑧随時対応

①経営ﾌﾟﾗﾝに基づく経営健全化推進、決算報告(8
月)、電子ｶﾙﾃ等導入(9月)、評価委員会(7月)、運営
協議会(2月)、定例会(毎月)
②三師会(医師会,薬剤師会,歯科医師会)への医療救
護ﾏﾆｭｱﾙ周知(6～9月)、伝達訓練実施(12/22)
③熱中症対策会議(4月)、市内医療機関・薬局・商
業施設等にて周知啓発、熱中症警戒ｱﾗｰﾄ発令17回、
ｸｰﾘﾝｸﾞｼｪﾙﾀｰ設置(62か所)
④帯状疱疹対象者通知(4月)、広報たじみにて周知
(4月)
⑤ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ自己負担額決定(4月)、補正予算(6月議
会)、通知(8月)
⑥対象者への年次通知(5月)

目
標
４

地域医療の推
進及び災害対
策、定期予防接
種等の適正実
施

関係機関との連
携協力

第3次たじみ健
康ハッピープラ
ンの推進

関 係 計画 の推
進・実行・検証

①第3次たじみ健康ハッピープランの推進
②健康マイレージの拡充
③野菜摂取・減塩推進
④多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例
の周知・啓発強化
⑤住民主体の健康づくりの推進

目
標
２

こども家庭セン
ター及び子育ち
支援の充実

次世代育成フロ
アの連携強化、
子育て支援

①多治見市民病院基本協定事項の実施
②災害医療救護体制の整備
③官民連携した熱中症予防対策の推進
④新規定期化ワクチン(高齢者帯状疱疹)接種の適正実
施
⑤高齢者コロナワクチン等定期予防接種の適正実施
⑥がん検診・結核健診事業の適正実施

①推進会議(6,10月)、朝食啓発漫画配布(9月)、事
業所・養成講座等にて啓発19回実施
②健康ﾏｲﾚｰｼﾞｱﾌﾟﾘ申請1,396件、学校・健診・事業
所・公共施設にて周知、新規参加事業所17か所
③ﾍﾞｼﾞﾁｪｯｸ(9月～)、減塩応援店ｱﾝｹｰﾄ調査(5～6
月)、減塩店広報たじみにて募集(8月)
④禁煙動画(3月)、防煙漫画配布(4月)、駅周辺等に
て啓発(毎月)
⑤地区ｲﾍﾞﾝﾄ:健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ11回、筋力ｱｯﾌﾟ体操13会
場201回、減塩ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(6月)

T2

T3

①重層的支援充実に向けた連携体制の構築
②妊娠期から乳幼児期までの切れ目のない支援の拡充
③子育ち応援支援事業(物価高騰対策)の実施
④第2子以降3歳未満児保育料無償化の実施
⑤子育ち・子育て応援大使事業、こどもフェスタ、夏
期既存屋内遊び場活用事業の開催
⑥医療機関併設型病児保育事業委託の実施
⑦医療的ケア児の受入、小学校との連携
⑧児童発達支援センター「わかば」を中心とした民間
事業者との連携強化
⑨定員適正化計画に基づく保育人財の確保

目
標
３

①関係機関との情報共有、支援方針協議(随時)
②市民病院内での産後ｹｱ開始(5月 宿泊11月～)、妊
婦のための支援給付事業開始(5月～)、前年度出
産・子育て応援ｷﾞﾌﾄ(～11月まで)
③事業内容決定(4月)、補正予算計上(6月)、事業者
決定(7月)、ｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞ対象者基準日(8/1)、対象者へ
の発送(10/1～12月)､8,107世帯(99.91％)配布
④対象者無償化実施(4月～)、認可外保育所への拡
大方針決定(4月)
⑤大使事業 (8/4,5 11/3,4 1/31)、こどもﾌｪ ｽ ﾀ
(3/7)、夏期屋内遊び場業務委託(8～10月)
⑥医療機関併設型病児保育事業新規委託(9/1～)延
132日利用(12/31時点)
⑦精華愛児幼稚園にて2人通園中､受入方針整理(1/8
庁議)
⑧事業者連絡会議(1回/月)開催､事例研究､関係機関
の支援情報等の共有を実施
⑨新規採用者数協議、採用試験実施

T3

T3

＜兼務比率記載欄＞
：

T2

達成度
組織目標兼管理職個人目標

令和７年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

標題



別記第１号様式 目標設定：令和　７　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　８　年  ２  月   ５  日

組織名称

補職名・氏名

目
標
５

通常業務の適
正実施と５Ｓ
への取り組み

適正な事務の執
行及び５Ｓへの
取り組みによる
市民サービスの
向上

①児童館等指定管理施設の適正管理・評価、委託事業
者との連携、運営状況の適正確認
②こども未来ﾌﾟﾗﾝの進捗管理
③給付決定等事務の適正実施と事業者との連携
④子ども子育て支援交付金事務の適正実施
⑤ｹｰｽ報告会の開催(月１回)と情報の共有
⑥5S+Sで職場環境の改善及びおもてなし精神での市民
ｻｰﾋﾞｽ向上
⑦調整担当課として部内会議等、部内調整の実施

①児童館等(13館)の実施状況ﾋｱﾘﾝｸﾞ(6月)、評価委
員会(7/18)で単館8館のR6運営状況評価
②R7～の事業計画策定(10月)R7事業結果報告(2月)
③障害児通所支援事業所と連携し、適正実施
④R6実績報告(4･5月)､精算結果を踏まえ9月補正付
議･返還(10月)、R8交付申請に向け積算(3月)
⑤相談員連絡会議(1回/月)､対応状況の共有、支援
方針を多角的に協議
⑥子どもに関する社会資源、ｻｰﾋﾞｽ情報を随時SNSで
周知。広報物の内容の随時見直しを実施
⑦部内会議(2回/月)開催、随時部内調整を実施

T3

目
標
３

こども家庭セ
ンター機能を
活用した相談
体制の充実

子ども・ひとり
親・女性の相談
に対する迅速で
適切な対応

①切れ目のない相談支援･重層的支援充実に向けた連携
体制の構築
②対象案件のｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ作成
③ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝに基づく家庭支援事業の実施と課題の整理
とその他努力義務事業の調査研究(3月)
④相談記録管理ｼｽﾃﾑの適正運用とﾃﾞｼﾞﾀﾙ化に向けた運
用手続きの見直し(3月)
⑤子ども・女性に対する虐待事案の早期発見と対応
⑥入所事務の迅速・適正な実施
⑦母子・父子自立支援事業、就労支援事業の実施
⑧要保護児童対策地域協議会の開催（全体会議1回・実
務者会議12回）
⑨ｹｰｽﾜｰｶｰ及び相談員の後進育成の強化

①家庭ｾﾝﾀｰ会議(1回/月)開催、懸念情報の共有。ｻ
ﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝを活用した協議ﾙｰﾙを並行して協議
②ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ101件策定中。家庭支援事業実施方針決
定(3月)
③ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝに基づき子育て世帯訪問支援事業実施
(実施2世帯､勧奨3世帯)
④ｼｽﾃﾑ運用に関する課題改善(8月)、標準化対応･法
改正に伴う様式等のｼｽﾃﾑ改修(3/31)、記録ﾙｰﾙ、ｱｾｽ
ﾒﾝﾄｼｰﾄの作成(3月)
⑤⑥⑦個別ｹｰｽ毎に関係構築や各種支援を随時対応
⑧全体会議(10/6)開催､実務者会議(1回/月)
⑨記録の書き方を随時確認､ﾋｱﾘﾝｸﾞｼｰﾄ作成に向けた
協議等を実施、福祉事務所ｹｰｽ会議に参加

目
標
４

障がい児療育
等の充実

療育に係る関係
機関との連携強
化による療育支
援の充実

①医療的ｹｱ児判定審査部会の開催(9月)と医療的ｹｱ児受
け入れの適正実施、幼稚園と小学校との連携
②児童発達支援ｾﾝﾀｰ「わかば」の運営内容の評価
③「わかば」を中心とした民間事業者との連携強化､事
業所連絡会議内容の見直し
④障害児福祉計画(R6～8)の進捗管理
⑤障害児巡回支援専門員による保育、教育、療育の連
携及び要支援児担当者への指導による人財育成
⑥障害児通所施設(児童発達支援、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)､
相談支援機関への物価高騰対策支援事業実施
⑦発達支援個別ｹｰｽ検討会の開催(毎月)
⑧要支援児に関する通所施設等関係機関との連携

①判定審査部会(9/9)､R8以降の受入方針､看護師体
制を決定(1/8庁議)、発達委員会の体制を整理(9月)
②委員会(7/14)でR6の状況を評価､県監査(11/10)
③事業者連絡会議(1回/月)開催し、市教委の支援状
況の共有、事例研究等を実施
④R6の実施結果を踏まえ、次期計画策定に向け、現
状の需要、課題等の把握に着手
⑤園訪問(4･5月)､5歳児巡回相談(6･7月)､ｽﾏｲﾙﾌﾞｯｸ
活用研修(8/29)、4歳児巡回相談（1～3月）を実施
⑥6月補正、22事業所へ支援金交付(9～11月)
⑦ｹｰｽ検討会(1回/月:12人程度/回のｹｰｽを審査)
⑧通所事業所訪問(2回/月)、対象児童の巡回訪問

T3

T3

目
標
２

子ども関係施
設の整備

公共施設適正配
置計画、行革等
に係る子ども関
係 施 設 の 複 合
化、廃止

①旧なかよしの公売に向けた境界確定･鑑定評価実施
②次期指定管理(R8～)に向け、児童館・児童ｾﾝﾀｰ及び
「わかば」の受託候補者の選定(9月)
③旧坂上児童館の施設修繕工事(8月)と関連する地元調
整
④閉鎖施設備品の整理と維持管理(草刈･清掃)
⑤幼保あり方検討の結果を踏まえた地域子育て支援拠
点のあり方、事業実施内容の見直し(3月)

①立会(6/25～7/8)実施､土地登記申請(12/22)､ｱｽﾍﾞ
ｽﾄ調査(2月)､土地・建物鑑定評価額算定(3/31)
②児童館(7/18)､わかば(7/14)の選定委員会開催､指
定議案可決(9月)､協定締結(1/30)
③ｼﾛｱﾘ駆除(4月)､改修工事完了(10/31)、坂上公民
館開館ｲﾍﾞﾝﾄ(11/16)､事務引継完了(12/26)
④ひまわり除草実施(6/16)､廃棄備品(ﾋﾟｱﾉ、ｴｱｺﾝｶﾞ
ｽ排出等)搬出(3/31)
⑤今後の地域子育て支援拠点のあり方について庁内
協議着手(9/5)､池田支援ｾﾝﾀｰの今後（R10以降)の委
託内容について協議着手(10/15)、R8池田支援ｾﾝﾀｰ
の委託契約書締結(3/31)

T2

目
標
１

子育ち支援の
充実

次世代育成フロ
アの連携強化と
子育て支援情報
発信の充実

①子育ち応援支援事業(物価高騰対策)の実施(3月)
②子育ち･子育て応援大使事業(3回)､こどもﾌｪｽﾀ(3月)､
夏期既存屋内遊び場活用事業(8,9月)の開催
③病児保育事業委託(9月)に向けた周知･手続の実施
④主任児童委員の改選と主任児童委員活動の支援
⑤子ども食堂への支援拡充(周知・補助金活用支援)と
学習支援事業の推進
⑥ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰを活用した子育て支援の充実。援
助会員への補助開始
⑦きずなﾈｯﾄによる子育て情報発信(ﾆｰｽﾞ把握、機能拡
充協議)､開発事業者との協議(月1回)
⑧子育ち支援講座、SUP･BP1･BP2等の開催
⑨ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会の開催(9,2月)

①ｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞを8,107世帯(99.91％)に配布(1/16時点)
②大使:ﾄﾗｲﾌﾙ(1/31)、ﾌｪｽﾀ(3/7)開催、夏期屋内遊
び場事業(8～10月:延925人分補助)
③医療機関併設型9月～(延132日利用:12/31時点)
④研修会(2回)、教育長と語る会(11/19)、25名委嘱
⑤補助制度利用(10団体)､学習支援事業(3か所)を児
扶手通知で周知(8月)、29人/48人利用
⑥援助会員への補助(36名･414H:9/30時点)
⑦事業者協議(1回/2月)､ﾃﾞｰﾀ分析結果を踏まえ掲載
方法見直し
⑧SUP:2ｸｰﾙ､BP:5ｸｰﾙ､BP2:2ｸｰﾙ､親子教室8ｸｰﾙ開催
⑨会議(10/1:わかば見学､1/21:意見交換会)開催

T2

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

＜兼務比率記載欄＞
：

令和７年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
こども健康部　こども家庭課

課長　伊藤和可奈

組織目標兼管理職個人目標
達成度



別記第１号様式 目標設定：令和７年４月１日
評　　価：令和８年２月５日

組織名称

補職名・氏名

目
標
５

幼児教育・保育
制度の安定的
な執行

適切な業務執行
と、保育園・幼稚
園の円滑な運営

①こども未来プランの着実な進行管理
②業務効率化の徹底と職員のワークライフバランスの確保
③児童発達支援センターと幼保園との連携、障害児巡回支
援専門員との連携による支援児教育の指導力アップ
④園長会、副園長会及び調理員研修会等の定期開催
⑤保育園運営懇談会、幼稚園評議委員会への参加
⑥入所・入園事務の適正な実施とBPR研究
⑦特別保育（一時・休日・病後児）の適正な実施とBPR研究
⑧各園での虐待事案の通告、緊急対応及び虐待防止啓発
⑨債権管理計画に基づく滞納対策の実施（徴収目標率：現
年99.6%、滞納繰越26.2%）
⑩５Ｓ＋Ｓで職場環境の改善及びおもてなし精神での市民
サービス向上

①適切に実施
②幼保職員のﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽに留意した園運営を実施
③児童発達支援ｾﾝﾀｰと園が連携し、障害児巡回支援
専門員と支援内容について情報交流等を実施
④園長会、副園長会及び調理員研修会を定期開催
⑤運営懇談会、評議委員会を実施
⑥R8入所事務において、BPRを意識して保育所等の
入所選考基準を見直した結果、1カ月間短縮。窓口
等での随時入所・入園事務を適切に実施
⑦休日保育の拡充に向け、新規小規模保育事業者へ
の民間委託について事業者と調整
⑧⑨⑩適切に実施

T3

目
標
３

私立保育園等
との連携、支援
及び指導（指定
管理園含む）

私立保育園、認
定こども園、幼稚
園、小規模保育
事業所、認可外
保育施設

１.民間保育所等施設整備の支援及び促進
①民間保育所等増築計画及び新設計画への助言、補助金
交付手続き等支援
②認可、定員変更手続等に関する支援
２.指定管理施設事務
運営に関する助言、指導（旭ケ丘保育園・池田保育園）
３.適正かつ安全な保育運営のための助言、指導
①私立保育園、認定こども園、私立幼稚園、認可外保育施
設及び小規模保育事業所の指導監査及び園運営支援
②特別保育及び経営改善補助等の検証、安定運営に資す
る制度の研究
４.補助金関係事務の助言、指導による適正な事務執行

1.①②小規模保育事業所を新規に4園開園(R7.4～
R8.4)。うち1園（R7.6月開園）とは保育所へのｽﾃｯ
ﾌﾟｱｯﾌﾟ、うち2園（R7.6月とR8.4月開園）とは国庫
補助について、県認可及び事業計画に係る調整を実
施
2.評価委員会を実施(6月)
3.①私立保育園、認可外保育施設等に対する実地指
導を適宜実施。新規小規模保育事業所に対して不適
切保育防止に向けた研修を実施(1月)
3.②支援を要する子の受入体制強化に向け、障害児
補助金の拡大について私立園へ周知。社会福祉法人
への指導監査実施
4.適切に実施

目
標
４

保育園・幼稚園
の適正な運営
と要支援児保
育への対応

健全な心と体をは
ぐくむ保育の充実

１.健全な心と体を育む保育の充実
①「お互いを尊重し、主体的に学び、挑戦する多治見の子」
を目指した保育の充実
②生涯にわたる学びや生活の基盤をつくる「架け橋期教育」
を意識し、５領域１０の姿を目指す教育・保育の充実
２.保育事業の充実と業務の見直し
①いきいき遊び、いきいき運動遊びの充実と効果検証
②保育の質向上に向けたカイゼン活動の実施
③幼保小との積極的な連携
３.要支援児保育への対応
①障害児巡回支援専門員を中心とした要支援児の就学時
のスムーズな移行支援
②医療的ケア児の受け入れによる課題の解消と円滑運営

1.①②各幼保園において設定した保育・教育計画の実
践に向け、「架け橋期教育」「5領域10の姿」を意識した
教育・保育の取組みを実施
2.①「いきいき遊び」「いきいき運動遊び」を実施し、子ど
もの心と体の成長を促す教育・保育に注力
2.②日常的なｶｲｾﾞﾝ活動を実践、他園への共有を図る
2.③幼保園長会を定期開催し各園の情報共有及び相互
交流を実施。幼稚園職員による夏季休暇中の保育園へ
のｻﾎﾟｰﾄを計画的に実施
3.①要支援児への適切な対応を実施
3.②2名の医療的ｹｱ児を受け入れ安定した園生活に尽
力。看護師を安定的に確保し適切に運営

T3

T3

目
標
２

公立保育園及
び公立幼稚園
の運営

適正かつ充実し
た園運営

１.公立幼稚園・保育園のあり方見直し
①公立幼保の再編計画案を市議会・保護者・地域に説明
②養正幼稚園と昭和幼稚園の統合（幼稚園）準備
③小泉保育園と北野保育園の統合（認定こども園）準備
２.システム標準化の着実な実施。各園へのICT導入及び保
育士、幼稚園教諭の負担軽減策の研究・実施
３.保育士等の資質向上に向けた研修等の実施、充実
４.第2子以降の3歳未満児の保育料無償化実施と改善、保
育ニーズに即した新たなサービスと育休退園について研究
５.保育人財確保策の更なる推進
６.保育園給食の安全、安心提供及び技術伝承
①衛生管理の徹底と、安全、安心な保育園給食の提供
②保育園給食の伝承を踏まえた調理研修会の開催

1.①②③議会説明後、養正・昭和・双葉の統合につ
いて保護者・地域説明会を実施(10回)。小泉・北野
統合の統合時期・運営手法について企画調整
2.ｼｽﾃﾑ標準化作業は計画どおり進捗。ICT導入につ
いて政策決定(8月)。早番遅番勤務に係る会計年度
任用職員の処遇を見直し(12月)
3.保育研究会講演会(5月)、専門研修(8・12月)実施
4.認可外保育所への無償化拡大。育休退園の段階的
解消に向けて小規模保育事業所拡大(R7.4～R8.4で4
園)し、さらに3事業者を公募で決定。こども誰でも
通園制度は12月議会で条例制定して4園実施を調整
5.中京学院大学と人財確保の連携協定締結(3月)
6.適切に実施

T2

目
標
１

認定こども園整
備等の着実な
実施

幼保連携型認定
こども園の整備と
利用者・地域との
調整

１.旭ケ丘保育園（指定管理園）の直営切替・認定こども園
化・明和幼稚園児受入に向けた準備（R8.4.1開園）
①認定こども園運営面で「現旭ケ丘保育園への市派遣者」、
「明和幼稚園（R7年度末閉園）」、保護者、地域と連携調整
②県認可等の手続、備品整理等の引継実施
２.池田保育園の公私連携保育法人化に向けた準備（R8.4.1
移管）
①公募等の手続実施と利用者・地域との調整
②候補団体決定後の円滑な引継ぎ等の実施
３.笠原こども園の整備（R8.4.1開園）
①現笠原保育園を増改築し、幼保連携型認定こども園として
整備（笠原保育園と笠原幼稚園を統合）
②県認可等、手続実施と利用者・地域との調整

1.①②直営切替・認定こども園化に向けた市派遣
者・明和幼稚園との準備会、現指定管理者との備品
引継等に係る協議を継続的に実施。現指定管理者の
保育士4人を採用。9月議会にて条例改正して県へ認
可届出済。入園及び将来的な民営化方針について保
護者説明会を実施する等、計画どおり進捗。
2.①②公募(4月)の上で候補団体を選定(7月)し、9
月議会で条例改正して県へ認可届出済。こども誰で
も通園制度に向けた宅老所転用について利用団体・
区・公民館との調整を完了する等、計画どおり進捗
3.①②増築・改修工事は順調に進捗。こども園化に
向けた保護者説明会と両園育友会の調整を継続的に
実施。こども園園歌の制作等、計画どおり進捗

T2

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

＜兼務比率記載欄＞
：

令和７年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
こども健康部　保育幼稚園課

課長　山崎興一

組織目標兼管理職個人目標
達成度



別記第１号様式 目標設定：令和　７　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　８　年　２  月   ５  日

組織名称

補職名・氏名

目
標
５

安全な定期予
防接種体制の
整備

医師会と連携し
た安全・円滑な
接種の実施

１.新規定期化ワクチン(高齢者帯状疱疹)の適正実施
①対象者通知、②医師会調整、③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・広報周知
２．高齢者コロナワクチンの体制整備
①補正にて予算確保・ｽｹｼﾞｭｰﾙ決定、②自己負担額の決
定・周知、③医師会調整
３.定期予防接種の適切な進行管理
①間違い接種防止への啓発、②副反応報告への相談、
③健康被害調査委員会開催(随時) 、④接種勧奨
４.HPVﾜｸﾁﾝのｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ接種の１年間経過措置、MR接種
の２年間経過措置の啓発強化

１.①4/16予診票送付、接種開始②医療機関にQA配
布、個別対応③規則改正、広報等周知(4月)
２.①4/21政策会議、６月補正で予算確保、ｽｹｼﾞｭｰﾙ
決定②4/21政策会議、6/6～ﾊﾟﾌﾞｺﾒ、自己負担額決
定、規則改正。広報10月号、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾎﾟｽﾀｰ医療
機関掲示③7/9理事会説明、医療機関通知(8月)
３.①医療機関周知(1回)②③健康被害調査委員会開
催(1回)④12/12政策会議(R8新規接種)、1/8政策会
議(小児ｲﾝﾌﾙ)、医師会委託単価協議(1/14)。
勧奨ﾊｶﾞｷ日脳2期・MR2期・DT(12月)、就学時健診ﾁﾗ
ｼ配布MR2期.4混.日脳1期(9月)、HPVﾊｶﾞｷ(7月)
４.MR2年間経過措置対象者にﾊｶﾞｷ(MR1期.2期)(7月)

T3

目
標
３

生活習慣病の
予防や早期発
見、重症化予
防を推進、自
殺対策推進

関係機関との連
携体制づくり

１.がん検診・結核健診事業の適正実施
①節目歯科健診の年齢拡大、②胃内視鏡検診の推進、
運営委員会の開催、③受診率向上、④精度管理、⑤医
療用補正具購入費助成事業
２.がん検診予約システムの確実な運用
①対象者への周知、②業者との調整
３.生活習慣病重症化予防事業の推進
①重症化予備軍の台帳作成と経年支援、②特定保健指
導実施、③医療連携によるCKD・糖尿病重症化予防事業
４.高齢者の一体的実施体制による保健事業の実施
５.自殺対策の推進
①命の門番研修(2回)開催、②こころの体温計啓発活動

１．①20,25歳案内ﾊｶﾞｷ、30歳以上には受診券発送
②胃内視鏡7箇所で実施(6～10月)、運営委員会実施
(2/14)③未受診者へ再勧奨ﾊｶﾞｷ通知④がん検診実施
機関に精度管理結果報告(8月)⑤医療用補正具37件
助成(1/19時点) ２．①5月下旬に対象者周知(WEB
予約43.3％)②4月中に業者と調整 ３．①台帳作成
し受診勧奨、病態別教室6回実施②402名(1月までの
対象者)個別指導継続中③CKD連携会議7/16、CKD講
演会9/21(95名参加)2月号広報CKDﾐﾆ特集 世界糖尿
病ﾃﾞｰ11/15(約50名参加) ４．年金・高齢福祉と打
合せ2回、ﾌﾚｲﾙ質問票と握力測定(13会場)、筋力ｱｯ
ﾌﾟ体操201回 ５．研修7/16・1/15②利用数10,103件
(11月末)

目
標
４

地域医療の推
進及び災害対
策・熱中症予
防対策

指定管理者との
協力による円滑
な市民病院の運
営、地域防災計
画医療救護整備

１.多治見市民病院基本協定事項等の実施
①経営強化ﾌﾟﾗﾝ推進、②決算報告、③指定管理者運営
支援・産科開設支援、④電子ｶﾙﾃ導入、⑤医療機器購
入、改修工事対応、⑥評価委員会･運営協議会･定例会
開催、⑦医師確保協力、市民病院PR(広報特集号）、⑧
例月監査、⑨市之倉診療所解体
２．新型コロナ等感染拡大防止対策
①新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策行動計画の改定(3月)、②感染対
策物品資材管理
３．災害医療救護体制整備
①医療救護ﾏﾆｭｱﾙの作成・周知(5月)、②災害医療情報
伝達訓練の実施(2月)
４.官民連携した熱中症予防対策の推進
①熱中症対策会議開催、②周知啓発、③注意喚起ﾒｰﾙ配
信、④熱中症警戒ｱﾗｰﾄ発令時対応、⑤ｸｰﾘﾝｸﾞｼｪﾙﾀｰ設置

１．①ﾌﾟﾗﾝに基づき経営健全化推進②8/19議会報告
③運営支援・産科状況を議会説明④9/29電子ｶﾙﾃ本
番稼働⑤医療機器10件契約⑥7/25評価委員会・定例
会毎月開催⑦熱中症対策の院長記事8月号広報掲載
⑧例月・決算審査適正実施⑨診療所解体完了
(11/28)
２．①新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策行動計画改定について政
策会議及び議会にて説明、ﾊﾟﾌﾞｺﾒ(2月～)実施し、
県へ報告(3月末)②感染対策物品在庫確認（4月）
３．①医師会6/11理事会、6/21例会で周知②伝達訓
練の実施（12/22）
４．①熱中症対策会議4/18開催②市内医療機関、薬
局、商業施設等にて周知啓発③注意喚起ﾒｰﾙ毎週金
曜配信④熱中症警戒ｱﾗｰﾄ17回発令（10月末）⑤ｸｰﾘﾝ
ｸﾞｼｪﾙﾀｰ62箇所設置（1/19時点）

T3

T3

目
標
２

妊娠期から乳
幼児期の子育
て支援体制及
び子どもの健
全な発育発達
促進体制の拡
充

「 親 育 ち ４ ・
３ ・ ６ ・ ３ 」
「こども未来プ
ラン」の推進

１.妊娠期から乳幼児期迄の切れ目ない支援の拡充
①１か月児健診及び新生児聴覚検査（確認検査）費用
助成の開始（新規）、②産後ｹｱ事業の拡充、市民病院
一部ｽﾍﾟｰｽを利用し開始、③出産・子育て応援ｷﾞﾌﾄ支給
から妊婦のための支援給付事業(新規)への移行、妊婦
等包括相談支援と一体的に運用、④産前産後の医療機
関連携強化とﾊｲﾘｽｸ継続支援、⑤妊娠期から産後・乳幼
児期までの継続したｻﾎﾟｰﾄ支援、⑥こども家庭ｾﾝﾀｰ等と
連携体制強化
２.乳幼児期の健全な発育発達の促進
①妊産婦健診等事業の適正実施、②乳幼児健診と事後
教室等の切れ目ない支援、③母子保健DXの研究
３.乳幼児期のハッピープラン推進
①母子の食生活、親子の運動、喫煙対策推進、②妊娠
期からの口腔機能向上、③妊婦個別歯科健診

１.①１か月児健診244件,新生児聴覚検査(確認検
査)3件②産後ｹｱ事業を市民病院一部ｽﾍﾟｰｽを利用し5
月開始し宿泊2件,通所101件。事業全体は宿泊型31
件,通所型228件,訪問型179件③妊婦のための支援給
付（現金または電子ｷﾞﾌﾄ選択制）開始。妊娠時304
件,出産後201件,要配慮者39件(実25人)④母と子のｻ
ﾎﾟｰﾄ事業で医療機関連携しﾊｲﾘｽｸ継続支援⑤専門職
訪問664件,母子保健推進員訪問626件⑥子ども家庭ｾ
ﾝﾀｰ合同会議毎月、連携強化
２.①母子手帳交付347件うちﾊｲﾘｽｸ妊婦135人。妊産
婦健診適正実施。②乳幼児健診実施、事後教室延
161人、健診等での啓発内容研究③母子保健DX研究
３.①母子への栄養指導1,830件、親子遊びの推奨。
受動喫煙防止ﾁﾗｼ配布②③虫歯予防教室640人、幼保
歯科指導52回、妊産婦歯科健診112件

T2

目
標
１

第３次たじみ
健康ハッピー
プランの推進

地区保健活動や
事業所・店舗等
連携した運動推
進・食生活改善
喫煙対策・強化

１.第３次たじみ健康ハッピープランの推進
①推進会議(2回)、②啓発漫画(栄養編)作成・児童生徒
配布(9月)、③啓発強化、④ｽﾆｰｶｰﾋﾞｽﾞ検討 ⑤高校連
携事業
２.官民連携した健康マイレージの拡充
①ｱﾌﾟﾘ参加者拡大、②周知啓発、③参加事業所拡大
３.野菜摂取・減塩の推進
①ﾍﾞｼﾞﾁｪｯｸの実施、②飲食店等との連携、③食育啓発
４.多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例
の周知・啓発強化
①禁煙動画の作成・保健事業等での利用、②防煙漫画
の児童生徒配布（小6・中2・高1）と評価、③条例啓発
５.住民主体の健康づくりの推進
①健康づくり啓発、②健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ･筋力ｱｯﾌﾟ体操実
施、③野菜･減塩啓発、④ｵｰﾗﾙﾌﾚｲﾙ予防、⑤推進員養成

１．①推進会議6/5,10/16 ②市内高校生へ配布済
③地区活動啓発19回 ④ｼｭｰﾌｨｯﾀｰ講座と意見交換
⑤ｺﾛﾅ以降6年ぶりに1/9西高にて健康講座 ２．①ｱ
ﾌﾟﾘ申請1,347件255人増/前年比 ②健診、事業所、
公共施設等周知 ③17箇所参加 ３．①ﾍﾞｼﾞﾁｪｯｸ地
区ｲﾍﾞﾝﾄで利用 ②減塩応援店50店HP更新、ｽｰﾊﾟｰと
連携し減塩ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ2回(6月) ③離乳食教室24回・
SNS等啓発 ４．①禁煙動画完成(3月) ②ｱﾝｹｰﾄ意
見集約 ③毎月22日路上啓発、対策会議 9/18、
2/12、ﾀﾊﾞｺ研修1/14 ※治療費助成3年延長決定
５．①日本生命・ﾊﾞﾛｰｸﾞﾙｰﾌﾟと次年度ｲﾍﾞﾝﾄ計画
②ｳｫｰｷﾝｸﾞ計11回 筋力ｱｯﾌﾟ13会場201回 中京学院
と連携調整 ③高齢者向け地区栄養講座7回 ④地
区ｵｰﾗﾙﾌﾚｲﾙ講座8回 ⑤養成講座9回2/6閉校式(14名
終了)、推進員全体研修会6回

T2

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

＜兼務比率記載欄＞
：

令和７年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
こども健康部　保健センター

所長　谷口　知子

組織目標兼管理職個人目標
達成度


